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イ 被災県等への支援

長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に関する協定書

長野県（以下「甲」という。）、長野県市長会（以下「乙」という。）及び長野県町村会（以

下「丙」という。）は、大規模災害により被災した都道府県・市区町村（以下「被災県等」と

いう。）への支援について、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、長野県外で大規模な災害が発生した場合に、被災県等に対し、甲、

乙及び丙が一体となって迅速かつ的確な支援を行うため必要な事項について定めるもの

とする。

（支援の実施）

第２条 支援方法及び内容等については、別添「長野県合同災害支援チームによる被災県

等への支援に係る基本方針」に基づき実施するものとする。

（その他）

第３条 この協定に関し必要な事項は、別に定める。

２ この協定に定めのない事項は、甲、乙及び丙が協議して定める。

附 則

この協定は、平成２４年１２月１２日から適用する。

平成２４年１２月１２日

甲 住所 長野市大字南長野字幅下６９２－２

長野県知事 阿 部 守 一

乙 住所 長野市大字長野字加茂北１４３－８

長野県市長会長 母 袋 創 一

丙 住所 長野市大字長野字加茂北１４３－８

長野県町村会長 藤 原 忠 彦
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長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に係る基本方針

第１ 総 則

１ 目 的

この方針は、長野県外で大規模な災害が発生した場合、被災した都道府県・市区町村（以

下「被災県等」という。）に対し、長野県（以下「県」という。）と長野県内の市町村（以

下「市町村」という。）が一体となって、迅速かつ的確な支援を行うために設置する長野

県合同災害支援チームの活動に関し、必要な事項を定めるものとする。

２ 用語の意義

(1) 代表市町村

長野県市町村災害時相互応援協定に定める代表市町村をいう。

(2) ブロック

長野県市町村災害時相互応援協定に定めるブロックをいう。

(3) 先遣隊

大規模災害が発生した際に、被災状況を把握するため、被災県等へ派遣する長野県職員

と市町村職員（代表市町村職員もしくはブロックを代表する市町村職員をいう。以下同

じ。）による合同チームをいう。

(4) 現地支援本部

被災県等において支援ニーズの把握、支援に関する調整及び支援の実施を行う組織をい

う。

(5) 後方支援本部

支援に際し、長野県庁等において被災県、現地支援本部及び市町村との連絡、調整を行

う組織をいう。

(6) 調整会議

支援方針、現地支援本部及び後方支援本部の体制等について調整を行う組織をいう。

第２ 被災県等への支援

１ 支援を行う被災県等

次に掲げる協定に基づき支援を行うこととなった被災県等。

(1) 「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」（全国知事会）

(2) 「災害応援に関する協定書」（中部圏知事会）

(3) 「震災時等の相互応援に関する協定書」（関東地方知事会）

(4) 「災害時の相互応援に関する協定書」（新潟県）

(5) 県が新たに締結する災害時応援協定

２ 支援の内容

主に、次の支援を行う。

(1) 被災県等への職員派遣及び物資の提供

(2) 被災者の受入及び施設の提供

① 県内医療機関での傷病者の受入

② 県内での避難所、応急仮設住宅等の提供

(3) その他被災県等との協議の中で必要と認めた支援

３ 支援の実施又は終了の決定
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(1) 被災県等に対する支援を実施する場合又は支援を終了する場合は、県危機管理監が

県知事、市長会長及び町村会長の事前の承認を得るものとする。ただし、支援の実施

に当たり、緊急を要する場合にあっては、事後の承認をもって足りるものとする。

(2) 前項の承認後、県は、市町村に対して、知事、市長会長及び町村会長の連名により、

支援の決定又は終了を通知するものとする。

第３ 支援体制の整備

１ 先遣隊の派遣

(1) 被災状況を把握するため、被災県等の災害対策本部に先遣隊を派遣する。

(2) 先遣隊は、県職員２名と市町村職員２名を基本に構成し、隊長は県職員をもってあ

てる。

(3) 先遣隊を派遣するブロックの順番、先遣隊の装備品など、派遣を円滑に行うために

必要な事項については、あらかじめ県と代表市町村との協議で定める。

２ 現地支援本部の設置

(1) 先遣隊は、被災県等と調整の上、適切な場所に現地支援本部を設置し、運営にあた

る。

なお、その場合は先遣隊長を現地支援本部の責任者とする。

(2) 現地支援本部は、次の業務を行う。

① 被災県等との連絡体制の確立

② 被災県等の支援ニーズの把握

③ 被災県等での職員、物資等の受入調整

④ 広域避難を実施する場合の調整

⑤ 被災県等に対する支援の実施

⑥ その他、支援に必要な業務

(3) 現地支援本部に派遣する県職員及び市町村職員の人数は、支援状況に応じて後方支

援本部で決定する。

３ 後方支援本部の設置

支援を決定した場合は、県及び市町村で構成する後方支援本部を原則として県庁内に

設置する。ただし、県危機管理監が特に認めた場合は、県庁外に設置することができる。

(1) 後方支援本部は、県危機管理監、関係する部局の県職員及び各ブロック１名ずつの

市町村職員を基本に構成し、設置後の被災県等への支援状況に応じて人数を定める。

(2) 後方支援本部の責任者は県危機管理監をもってあてる。

(3) 後方支援本部の業務

① 現地支援本部との連絡体制の確立

② 現地支援本部から送られる支援ニーズの把握と支援内容の検討

③ 支援内容の県及び市町村への割り振り

④ 支援に関する被災県等、現地支援本部及び市町村間の総合調整

⑤ 費用精算業務

⑥ その他支援に必要な業務

(4) 調整会議

県危機管理監、市長会事務局長、町村会事務局長及び後方支援本部の市町村職員で

構成する調整会議を設置し、主に次の事項を協議する。

① 支援方針
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② 現地支援本部及び後方支援本部の体制

③ 支援の終了

④ その他、支援を円滑に行うために調整が必要な事項

第４ 県及び市町村において実施する事項

１ 県が実施する事項

(1) 本基本方針に係る事項の地域防災計画等への記載

(2) 県及び市町村の支援可能な職員、物資等の把握

(3) 支援可能な職員、物資等の確保

(4) その他支援に必要な事項

２ 代表市町村が実施する事項

(1) 本基本方針に係る事項の地域防災計画等への記載

(2) ブロック内市町村の支援可能な職員、物資等の把握

(3) 支援可能な職員、物資等の確保

(4) ブロック内の連絡体制の整備

(5) その他支援に必要な事項

３ 代表市町村以外の市町村が実施する事項

(1) 本基本方針に係る事項の地域防災計画等への記載

(2) 支援可能な職員、物資等の確保及び代表市町村への情報提供

(3) その他支援に必要な事項

第５ その他

１ 訓練の実施

他県で実施する防災訓練に合わせ、先遣隊の派遣訓練、現地支援本部及び後方支援本

部の設置訓練、情報連絡に関する訓練を実施する。

２ 姉妹市町村等の災害時応援協定との関係

この方針は、市町村が姉妹市町村等の災害時応援協定により被災市町村を支援するこ

とを妨げるものではない。

３ 本方針を円滑に運用するために必要な事項は、県及び代表市町村で定める。


